
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ． ５１ 

発行 １８．１．1９ 
 
ＪＲ東労組  業務部 

（組合）長野支社は、長野地本から労働法違反の事態について具体的な提起や指摘を受けた
にもかかわらず、あらゆるデータでの調査をするなど、誠実に応えてきていない。
会社が主体的に受け止め支姿を改めない限り、議論を進めることは出来ない。 

（組合）入退館システムやパソコンのログ
などをフル活用して、適正な管理
をすべきだ。未だに超勤 30時間
の壁や 45時間の壁がある。ガイ
ドラインに踏まえて、一歩踏み込
んだ対策が必要だ。 

（会社）適正な労働時間管理の対策をして
いく。箇所によって取れるデータ
も違うし、パソコンのログ分析は
時間がかかる。適切に労働時間が
管理されれば、ＪＩＮＪＲＥの打
刻時間で十分だ。 

（組合）会社は労働時間を縮減する意思が
ないのか！？ 単純に法令を守る
れば、破棄条項があっても何ら不
都合はない。３６違反撲滅の強い
決意と有効な対策がされれば、こ

の条項は発動しない。 

（会社）鉄道事業では超勤や休日労働は発
生する。３６違反を起こさない決
意で臨むが、破棄条項は現場に過
度なプレッシャーをかける。安定
的な事業運営には破棄条項なしで

いきたい。 


